
 

 

 

 

 

 

 

太宰府市の屋外広告物制度では、歴史的な通り沿いなど

で広告物景観を特に重視するための「広告物景観育成地

区」を設定しています。 

また、主要な眺望点などからの見晴らしに影響を与え

る大規模広告物、窓ガラス等の内側から屋外に向けて表

示される特定屋内広告物、景観重要建造物などの禁止物

件に掲示する広告物等、様々な屋外広告物の掲示につい

て、色彩、意匠、素材、一敷地内に表示できる面積の上

限規制（総量規制）等を行っています。 

 

 

 

しかしながら、一方では、歴史的な意匠を有しており、良好

な通り沿いの景観形成及び歴史的風致の維持に寄与している

屋外広告物でありながら、本制度の許可基準を満たしていない

ために、既存不適格となっているものも存在しています。これ

らの屋外広告物を修繕のため変更したり、改造したりする場合

には許可基準に適合させなければ今までのように掲示するこ

とができなくなります。適合させることによって、「景観形成・

歴史的風致」を損ねてしまうことは、本市が目指す、「古都太

宰府の風景」が映えるまちづくりとはなりません。 

そこで、本市では、屋外広告物に関する新しい制度として「歴

史的意匠屋外広告物」の指定制度を定めました。この制度は、「歴

史的意匠屋外広告物」に指定された広告物について、保存・掲出・

活用できるとともに、通り景観の維持向上を図ることを目的とし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～太宰府市屋外広告物等に関する制度～ 
歴史的意匠屋外広告物制度の概要  

制度のあらまし 
■参道イメージ 

■幹線道路イメージ 

■駅前広場イメージ 



 

 

 

 

指定の対象 

以下のうち、２つ以上の要件を満たすものを指定対象とします。 

１ 歴史的価値が高い屋外広告物で、おおむね５０年以上前に

製作されたもの。 

２ 歴史的な製作技術を以って作られ、かつ歴史的意匠を有し

たもの。 

３ 原則として、現在の屋外広告物の許可基準に適合するもの。

ただし、広告物景観育成地区内においては、許可基準外で

あっても、各育成地区の景観育成の方針に沿った歴史的意

匠の屋外広告物であれば指定対象とする。 

４ 指定文化財として指定されているもの。 

 

 

指定の手続き 

屋外広告物の所有者の申請により、太宰府市景観・市民遺産審議会の

意見を聴いて指定します。 

また、太宰府の景観と市民遺産を守り育てる条例第３６条第２項に規定する表彰制度（だざいふ景

観賞等）において、受賞対象となった屋外広告物のうち、指定対象に該当するものは、所有者からの

申請により指定します。 

 

 

指定により緩和されること 

指定を受けた屋外広告物は許可申請・許可基準等の適用除外となります。従前までは総量規制等で

掲出できなかった歴史的意匠の屋外広告物の掲出が可能となります。 

 

 

指定による必要な管理や手続き 

安全上の観点から、３年ごとに「歴史的意匠屋外広告物自主点検報告書」の提出を求めます。 

また、指定時の状態を保つように維持管理をしていただきます。 

 

 

指定により期待される効果 

本市の屋外広告物制度において、屋外広告物の許可が特に制限

されている広告物景観育成地区や、景観重要建造物等において、歴

史的な意匠を有しており、かつ良好な景観の形成及び歴史的風致の

維持に寄与しているにも関わらず、現在の許可基準を満たしていな

いために既存不適格となっている屋外広告物が存在します。 

本制度により、それらの歴史的意匠を持つ屋外広告物を保存・活

用するとともに、それに面する通り景観及び周辺街並みの歴史的風

致を維持向上することについて、さらなる効果が期待されます。 

 

 

 

 

対象 
手続 
緩和 
管理 
効果 

太宰府市屋外広告物等の制度についてのお問い合わせ 

太宰府市 都市整備部 都市計画課 景観・歴史のまち推進係 

〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目 1番 1号 Tel：092-921-2121 Fax：092-921-1601 

制度の概要 


